
 2026 年 5 月 13 日 

各  位 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（コード番号：8316） 

 

株式分割、米国預託証券(ADR)の原株との交換比率変更及び 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び米国預託証券(ADR)の原株との交換比

率変更について決議するとともに、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 24 期定時株主総会に、株式分割を行うた

めの定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式分割について 

(1) 株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家

層の拡大を図ることを目的としております。 

 

(2) 株式分割の方法 

2026 年 9 月 30 日(水)を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主

の所有する当社普通株式を、1 株につき 2 株の割合をもって分割いたします。 

 

(3) 株式分割により増加する株式数 

① 株式分割前の発行済株式総数 3,827,498,140 株 

② 今回の分割により増加する株式数 3,827,498,140 株 

③ 株式分割後の発行済株式総数 7,654,996,280 株 

④ 株式分割後の発行可能株式総数 18,000,564,000 株 

※上記①②③の株式数は、分割基準日までに変動する可能性があります。 

 

(4) 株式分割の日程 

① 基準日公告日 2026 年 9 月 15 日(火)（予定） 

② 基準日 2026 年 9 月 30 日(水) 

③ 効力発生日 2026 年 10 月 1 日(木) 

 



2. 米国預託証券(ADR)の原株との交換比率変更について 

(1) ADR の原株との交換比率変更の目的 

    現在の ADR の投資単価水準を維持することにより、当社 ADR の投資家に対して現状と変わらない投資

環境を提供することを目的としております。 

 

(2) ADR の原株との交換比率変更の概要 

① 従来の交換比率 1ADR＝原株 0.6 株 

② 新たな交換比率 1ADR＝原株 1.2 株 

③ 効力発生日 2026 年 10 月 1 日(木)（米国東部時間） 

④ 売買市場 ニューヨーク証券取引所(NYSE) 

⑤ 銘柄名称(Symbol) SMFG 

⑥ 預託証券コード(CUSIP) 86562M209 

⑦ 預託銀行 シティバンク, エヌ・エイ(Citibank, N.A.) 

 

3. 株式分割を行うための定款の一部変更について 

(1) 定款変更の目的 

普通株式の分割の割合にあわせて当社の発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を

増加させるため、2026 年 10 月 1 日(木)を効力発生日として、当社定款の一部を変更しようとするも

のであります。 

 

(2) 定款変更の内容 

定款変更の内容は別紙のとおりです。 

 

(3) 定款変更の日程 

定款変更のための株主総会開催日 2026 年 6 月 26 日(金)（予定） 

定款変更の効力発生日      2026 年 10 月 1 日(木)（予定） 

 

 

以  上 

  



 
 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表 
 

（下線は変更部分） 

現  行  定  款 変 更 案 

（発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

9,000,564,000株とする｡ 

 

（発行可能種類株式総数) 

第７条 当会社の発行可能種類株式総数は、普通

株式が9,000,000,000株、第五種優先株式が

167,000株、第七種優先株式が167,000株、第八

種優先株式が115,000株、第九種優先株式が

115,000株とする｡ 

 

（発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

18,000,564,000株とする｡ 

 

（発行可能種類株式総数) 

第７条 当会社の発行可能種類株式総数は、普通

株式が18,000,000,000株、第五種優先株式が

167,000株、第七種優先株式が167,000株、第八

種優先株式が115,000株、第九種優先株式が

115,000株とする｡ 

 

別 紙 


